
豊郷町長　様

の利用および利用施設等への提供に同意します。

S 携帯

H 自宅

H

R

H

R

※　１号認定の方は太枠内のみ記入してください。

→

修了見込

※　裏面に添付書類が記載されています。

住所

児童
(子)

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(兼変更届)

　下記のとおり支給認定の変更の認定(届出事項の変更届)を申請(提出)します。

　　 　年　 　月　　 日申請日

　この変更申請(変更届)による子ども・子育て支援法の支給認定および利用者負担額の決定に必要な町が保有する個人情報

 ･　･

年齢 連　絡　先

ふりがな

氏　　名 生年月日 利用施設または希望施設 状況

氏　　名
ふりがな

保護者

 

父・母

(　　)
男・女  ･　･

続柄 性別 生年月日

　滋賀県犬上郡豊郷町大字　　　　　　　　　　番地
□ 住　所

□ 電　話
自宅・父携帯・母携帯 自宅・父携帯・母携帯

　　　　年　　月　　日

転　　居　　日新　　住　　所

※ 提出時点での住所を記入

　滋賀県犬上郡豊郷町大字　　　　　　　　　　　　　番地

申込中
在園中

申込中
在園中

認定証
番号

クラス
年齢

(保育園・認定こども園・幼稚園)

(保育園・認定こども園・幼稚園)

 ･　･

申
　
　
請
　
　
者

旧　保　護　者　名
→

新　保　護　者　名
□ 保護者

□ 氏　名
旧　氏　名 新　氏　名

→

増減理由 □転入 □転出 □出生 □死亡 □婚姻 □離婚 □祖父母と同居(別居) □その他(　　　　)

ふりがな
続柄 性別 生年月日 年齢 異 動 年 月 日氏　　名

父・母
男・女  ･　･ 　　　　年　　月　　日

(　　 )

父・母
男・女  ･　･

(　　 )
　　　　年　　月　　日

 □ 保育短時間→保育標準時間へ変更

 □ 保育標準時間→保育短時間へ変更

父・母
男・女  ･　･

従事先(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(　　　)

　　年　　月　　日

年　　月　　日から　　　　　　　年　　月　　日まで

疾病名(　　　　　　　　　　　　　　　　)
療養期間約　　 か月 　　年　　月　　日から入院・通院(月・週　　回)
障害名(　　　　　　　　)　手帳 無・有(手帳　　級・　　度)
介護・看護を受ける方の氏名(　　　　　　　　　　) 年齢(　　　　)
病院・施設等(　　　　　　　　　)･在宅･入院･通院･送迎･その他(　　 )

　　　年　　月 から 毎日・週　　日 　　　時　　分から　　　時　　分　

(　　　)
続柄

　　　　年　　月　　日
(　　 )

変更理由

右
記
の
変
更
す
る
項
目
に
○
印
ま
た
は
□
に
✓
を
し
、

変
更
後
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

続柄

(　　　)

続柄
父・母

(　　　)

□ 災害復旧

□ 就学

□ その他

□ 事　由

□ 勤務変更
続柄

父・母
(　　　)

続柄
父・母

□ 求職中

□ 妊娠・出産

□ 育児休業

□ 疾病・障害

□ 介護・看護

□ 世帯員

父・母

 □ 保育必
　　要量の
　　変更

＜主管課記載欄＞
認定
事由

園名

短時間

□就職 □転職 □異動 □復職
□その他(　　　　　　　　　　)
前職の離職日 　　　 年　 月　 日

離職
年月日

年　　月　　日

(　　　)
続柄

父・母
離職した
勤務先名

在学
期間

通学先
所在地

変更
年月日

年　　月　　日付けで

父・母
年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで従事

 　.　.1～ 　.　.末

出産予定また出産日

(　　　)

続柄

(通学時間　　時間　　分)

標準 就労 妊娠出産 疾病障害
 介護等 災害復旧 求職活動
 育休 就学 その他

認定
区分

1 2 3
認定期間　 　 .　 .　 ～  　 .　 .　・就学前まで

　　　年　　月～　　年　　月

続柄
父・母

(　　　)
父・母



☆注意

変更内容

保護者の連絡先が変更になった

支給認定変更申請書

変更が必要となる状況が確認できる書類(条件変更後の就労証明書等)
＋支給認定変更申請書＋支給認定証

(未届の同居開始含む)

上記以外の変更

新しい勤務先の就労証明書 ※3＋支給認定変更申請書＋支給認定証

必要書類

支給認定変更申請書＋支給認定証

【在園児】

【申込児】 ＋支給認定証
入所申込取下書

入所決定辞退届

退園届

支給認定変更申請書

支給認定変更申請書＋支給認定証

支給認定変更申請書

支給認定変更申請書＋支給認定証

勤務先
変更

求職活動をする

育休明け復職する

保育必要量の変更

異動する

転職する

就職する

支給認定変更手続きについて

就労証明書＋支給認定変更申請書＋支給認定証

障害者手帳の写し＋支給認定変更申請書＋支給認定証

氏名変更

住所

事由

豊郷町内で転居した

豊郷町外へ転出した ※1

在園児または申込児

保護者

その他の親族

保護者の離婚が成立し、別居し
た

復職月前月

異動がわかる就労証明書 ※3＋支給認定変更申請書＋支給認定証

求職活動等報告書＋支給認定変更申請書＋支給認定証

育児休業取得証明書等＋支給認定変更申請書＋支給認定証 ※5

※３　就労証明書、自営業従事証明書は、勤務開始後（または復職日）から14日以内に提出してください。

※４　勤務の終了日を、出産日から起算して８週間を経過する日の翌日が属する月の末日までに変更することも可
　　能です。
　　　変更を希望する場合は、出産後、教育委員会事務局総務課までお問合せください。

育児休業を取得する
または延長する

就学する

疾病・病気
障害者手帳が
交付された ※6

在学証明書＋時間割表＋支給認定変更申請書

病気による子どもの保育への影響が具体的に記載された診断書＋支給
認定変更申請書＋支給認定証

介護・看護をする
保育を必要とする申立書＋介護・看護を受ける方の診断書等＋支給認
定変更申請書＋支給認定証

※１　町外に転出する場合、豊郷町内の保育園等、広域入所している保育園は利用できなくなります。ただし、期
　　日までに所定の手続きをすることで、継続することができる場合もあります。なお、継続には条件があります
　　ので、希望する場合は転出前に必ず保育所主管課までお問合せください。
※２　結婚（同居）した相手等の転入日が、１月２日以降の場合、前年度および今年度の課税証明書がそれぞれ必
　　要となる場合があります。　※詳細は、教育委員会事務局総務課あて必ずご確認ください。

≪書類提出先≫　通園中の保育園等または豊郷町教育委員会事務局総務課

豊郷町教育委員会事務局総務課

TEL:0749-35-8131　　FAX:0749-35-4575

　ご不明な点等ございましたら、教育委員会事務局総務課までお問い合わせください。

家族構成
変更

保護者が結婚した 支給認定変更申請書＋支給認定証＋結婚(同居)した相手が保育困難で
ある事由を証明する書類(就労証明書等)※2

※５　育児休業取得証明書等は、延長手続き後14日以内にご提出ください。
※６　利用者負担（保育料）が減額となる場合があります。ご希望の場合はお問合せください。

　上記以外にも書類が必要になる場合があり、追加で提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承く
ださい。

自営業を開業する
自営業従事証明書＋開業することを客観的に証明できる書類(開業届
等)＋支給認定変更申請書＋支給認定証

妊娠・出産した
母子手帳の写し(表紙と分娩予定日記載のページ)＋支給認定変更申請
書＋支給認定証 ※4

病気になった

・認定内容の変更は、事実発生日または変更申請書の提出日のいずれか遅い方の翌月１日（１日の申請は

当月から）となります。ただし、一部の変更（結婚や求職中への事由変更等）は原則事実発生日の翌月

（１日付けは当月）から変更となります。

・月の途中で育児休業から復職する場合等の理由で、当月から認定の変更が必要となる場合は、事前に手

続きすることで当月から変更できる場合もあります。

保育の必要性の認定変更時の注意事項


